
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特集『平成の公害紛争事件を振り返る』  

か み す し

座談会：神栖市におけるヒ素による健康被害等責任

裁定申請事件 
出席者：大内 捷司（元公害等調整委員会委員長、顧問） 

    髙橋 滋 （公害等調整委員会委員） 

田口 和也（元公害等調整委員会事務局長）  

内藤 克彦（元公害等調整委員会事務局審査官） 

開 催：令和元年８月 30日 
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概要 

 平成 18年７月、茨城県神栖市等の住民が、国及

び茨城県を相手方としてヒ素化合物のジフェニル

アルシン酸（DPAA）で地下水が汚染されたことに

より、健康被害等が生じたとして、損害賠償金の

支払を求めて、責任裁定を申請しました（途中、

参加人を含め 39名）。 

 裁定委員会は、17回の審問期日を開催するとと

もに、ヒ素による健康被害等に関する専門事項を

調査するために必要な専門委員５名を選任し、現

地調査、申請人らの健康調査、申請人本人と参考

人への尋問を実施するなど手続を進め、平成 24年

５月 11日、本件申請を一部認容するとの裁定を行

いました。 

 本裁定においては、本件の直接の原因行為は、

第三者による DPAA の不法投棄であると推測され

るところ、国については、当該行為を未然に防止

し得る具体的な管理義務を認定することは困難で

あるとして、その責任を否定した一方、県につい

ては、基準値を大幅に超えるヒ素が検出されたの

にもかかわらず、地下水調査を終了し、周知義務

を怠ったことを理由に、申請人の主張の一部を認

容しました。 

 なお、国は関係地方公共団体とも協力して、平

成 15年６月の閣議了解『茨城県神栖町における有

機ヒ素化合物汚染等への緊急対応策について』に

基づき、DPAAに暴露したと認められる者に対して、

医療費等の給付や健康管理調査、小児精神発達調

査、調査研究等の緊急措置事業を実施し、引き続

きその症候や病態の解明を進めています。 

 今年度は、元号が「平成」から「令和」に変わったことから、『平成の公害紛争事件を振り返

る』をテーマとして、全４回にわたり特集記事を掲載します。 

 平成の時代に数多くある事件の中で、第３回として本号では、「神栖市におけるヒ素による健

康被害等責任裁定申請事件」を取り上げます。当時、事件を担当された４名の方にお集まりいた

だき、座談会を開催しましたので、その概要を掲載します。 

１．はじめに 

◆田口 本日は皆様御多忙の中、公害等調整

委員会（以下「公調委」）の機関誌『ちょうせ

い』の座談会に御出席いただきましてありが

とうございます。 

 『ちょうせい』は、御存じのとおり、地方公

共団体の公害担当職員等との情報共有を図る

ことを目的としまして発刊しているものでご

ざいます。今年度は、お代替りで元号が変わり

ましたので、「平成の公害紛争事件を振り返る」

をテーマに特集記事を組んでおります。今回

は、「神栖市におけるヒ素による健康被害等責

任裁定申請事件」を取り上げまして、当時の裁
おおうち かつじ 

定委員長でございました 大内捷司 元・公調委

委員長、それから、本事件の担当委員で、現在
たかはししげる

も公調委の委員でいらっしゃいます 高橋 滋

委員、それから、当時、事務局審査官で調査な
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どを担当され、現在、京都大学で教授をされて

おります内藤
ないとう

克彦
かつひこ

元・審査官のお三方にお集

まりいただきました。今回は座談会というこ

とにより、私（田口
た ぐ ち

和也
か ず や

：当時、公調委事務

局長）が、進行役を務めさせていただきたいと

思います。 

 振り返りますと、神栖市のこの事件は平成

18 年７月に申請がなされまして、審問期日も

17回開催、それから終結したのは平成 24年５

月と、ほぼ６年近く事件処理に要した、かなり

大規模・長大な事件であったかと考えており

ます。この事件に関しましては、いろいろと争

点があったと思いますけれど、一つは汚染物

質がどのようにして被害者の住んでいるとこ

ろに到達していったか、その汚染物質と健康

被害との因果関係は認められるか。また、被申

請人が国と県でありましたけれども、国の責

任はいかに、県の責任はいかにというような、

それぞれ困難な問題・論点が幾つかあったと

思いますので、それらにつきまして順番にお

話しいただければと考えております。 

 それでは、まず、御出席のお三方からそれぞ

れ自己紹介いただければと存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．自己紹介 
 

◆大内 私は当時、公調委の委員長というこ

とで、この事件の裁定委員長を務めさせてい

ただいておりました。平成 19年当時の私の公

調委における役割としましては、公害事件の

係属件数が若干停滞していた時期に当たりま

したので、公調委の活動の活性化、係属事件数

の増加、制度利用の活性化などが私の務めで

あろうと理解して頑張っておりました。その

ために広報活動を強化することが求められて
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いたところですが、その前堤として、個々の事

件についてしっかりとした内容の裁定を出す

ことも大事だろうと考えまして、その点にも

力を込めていたという覚えがあります。 

 神栖事件については、委員長としての任期

の終わる直前に裁定を出すことができました

が、任期終了後は公調委の顧問として委員会

の活動状況などを見守り、現在は弁護士登録

をしておりまして、半ば悠々自適という形で

過ごさせていただいております。 

 この公調委にいた当時、私が取り扱った公

害事件の処理の経験は、次の世代にも伝えて

いきたいと思いまして、私が公調委に来る前

に勤めていた法科大学院の院生を対象にして、

ロースクール紀要に、環境法研究ノートとい

うテーマで事例紹介を連載させていただきま

した。今日の座談会のテーマである神栖事件

につきましても、2017年、2018年に私の見解

を述べさせていただいたという経験がござい

ます。 

 以上、簡単に私の当時の役割などについて

お話しさせていただきました。 
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◆高橋 法政大学の高橋でございます。私は

平成 23年７月に委員に就任いたしました。当

時は一橋大学に在籍しておりましたが、現在

は法政大学で勤務しております。実は就任当

時、神栖事件は、ほとんど事実認定に必要な調

査や現地調査であるとか、法律上の基本的な

論点整理は終わっていて、それを前任の磯部

先生から引き継いだ次第です。実際、平成 23

年 11月 29日の第 17回審問期日が就任後最初

の審問期日でございますが、そこで終結した

という経過になっています。ただ、社会的にも

大きな反響を呼んだ事件でしたので、この問

題に対して、法律家の立場から法律的な判断

を下すということについて、緊張感を持って

記録を読んだり、他の先生との合議にも加わ

ったと記憶しております。特に私は専門が行

政法でございましたので、主な法的問題でご

ざいます国の責任であるとか県の責任の有無

であるとか、更に言いますと、法律構成をどう

いうふうにするのかとか、細かな理由付けの

表現であるとか、そういうところに、心配りを

して仕事をさせていただいたという記憶がご

ざいます。本日は何とぞよろしくお願いいた

します。 

◆内藤 京都大学の内藤でございます。本日

はよろしくお願いいたします。 

 平成22年に環境省から出向して審査官を拝

命いたしました。環境省時代にも実は水質保

全局の仕事もしておりまして、全く無縁でも

なかったということで、どういうふうにして、

これに臨んだらいいのかなというのを、少し

悩んだという感じはいたします。ただ、社会的

にも注目されている非常に重要な案件で、か

つ、事実をきちんと整理するときに、非常に難

しいファクターが多いのです。地下水の流れ

であるとか汚染の調査の方法とか、非常に専

門的な内容が多いので、そういうところでは、

当時、裁判官出身の鈴木審査官をサポートし

て、きっちりと事実の整理をするお手伝いは

できるかなと思って、仕事をやってまいりま

した。そういう意味では非常に思い出深い、印

象深い仕事であったと思います。 

◆田口 ありがとうございます。事件の全体

の印象についてのお話は、今、お三方から挨拶

とともにお話しいただきましたので、それで

は幾つかの論点についてお話いただくという

ことでお願いします。 

 

 
３．原因物質について 
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◆田口 まず、裁定書などを拝見しますと、も

ともとが、DPAA（ジフェニルアルシン酸）とい

う、旧日本陸軍由来の有毒な有機ヒ素化合物

が、本件の原因物質なのですが、この点に関し

ましては何かございますでしょうか。 

◆高橋 これは国の責任とも関わってくる話

ですが、もともと第二次世界大戦当時の毒ガ

スの原料で、かつ、戦後に民間に払い下げられ

た経緯もあり、また、国が直接製造したもので

はなく、民間企業に委託して作らせていた。そ

ういう点が１つあります。さらに、有毒性につ

いても、毒ガスのような有毒性が必ずしもあ

る訳ではなくて、他の無機のヒ素化合物は、そ

れほど大きな有毒性がないことから、国の管

理責任を、当時の毒物及び劇物取締法で取り

締まるようなレベルで考えられるかと。この

DPAA という物質をどう見るかというところが

１つの論点だったのではないかなと思ってい

ます。 
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◆内藤 そうですね。毒ガスということにな

ると、毒性のレベルが違うので、管理に対する

考え方が違いますが、DPAA はそういうレベル

ではないというのは、高橋先生がおっしゃる

ように、一般のいわゆる有害物質のレベルで、

DPAA がどういうものなのかという認識の整理

といいますか、そこは割と早い段階で鈴木審

査官とも随分議論したような記憶があります。 

◆田口 そのDPAAを何者かが被害者が住んで

おられた近くに不法に大量投棄したというこ

とが、事件の一番の大もととなっているよう

ですが。 

 

 
４．汚染物質の到達の因果関係 

◆大内 もともとＡ地区（地図参照）という、

アパートがあった地区に井戸があって、それ 
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がＡ井戸と言われた、一番被害の発生がひど

い現地なのですが、そこから割と近いところ

に養魚場があったらしいのです。その養魚場

が廃止になって、埋め立てるとき土砂ととも

にコンクリート等が流し込まれた。そして、そ

のコンクリートにDPAAが混入していたという

のが、元々の原因行為ということでは特定さ

れた。ただ、誰が毒物の混入したコンクリート

を流し込んだのか。それは全く分からない。 

◆田口 そして、そのようにして不法投棄さ

れた DPAAが、地下水脈を通って、申請人が利

用していた井戸に流れ込んでくるのですが、

それがどのように流れ込んできたかというの

が一つ、非常に難しい問題であったのかなと

思います。それから、健康被害もまた難しい問

題で、そのために、公調委が職権でいろいろ調

査したり、専門委員の先生方を任命したと伺

っておりますけれども、その辺のいきさつに

つきましてはいかがでしょうか。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地図 A井戸、B井戸、A地区、B地区の位置関係 
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◆内藤 そうですね。Ａ井戸とＢ井戸は、地理

的にはかなり離れていて、最初にヒ素が検出

された会社寮の井戸も地理的にはその中間で

すが、表面上は川が流れているわけでもない

ので、そこがどうつながるかというのも、サイ

エンティフィックな問題なのですが、非常に

難しいところがあったと思うのです。それで、

環境省も国費を投入して、そこの地下水のシ

ミュレーションを行って、かなり詳細にそこ

のメカニズムを別途解明していたというのは

ある面で真相解明には役に立ったのかなと思

います。 

◆大内 茨城県の要請で、環境省がヒ素汚染

対策事業ということで調査に入ったようです

◆内藤 それで、DPAA の混入したコンクリー

トが埋められたところと、それぞれの井戸の

深さも違いますし、どういう関係があるのか

というのが一応、科学的に整理されたという

のが、まず大前提になっているのかなと思い

ます。 

◆田口 Ａ地区とＢ地区、その中間に会社寮

があって、最初にヒ素が見つかったのが、この 

、

。 

中間地点の会社寮。それで、その当時に茨城県

が会社寮の周りの７本ほどの井戸を調べて、

他では発見されなかったので大したことはな

いと判断し、結局そのまま調査も打ち切って、

ヒ素が発見されたという広報もしないという

ことがあって、それがその後に、Ａ地区・Ｂ地

区の井戸水を飲んでいた申請人たちの健康被

害につながってしまったということですが、

やはり会社寮の井戸からはヒ素が検出された

けれど、その周りの井戸では検出されなかっ

たというのは、井戸の深い・浅いとか、そうい

う条件が違うということだったのでしょうか。 

◆内藤 そうです。 

◆大内 そこが問題で、県による周辺井戸の

調査のときに、井戸の深さは調べの対象にな

っていない。だから、地下水の深さがどの程度

の水位のところで汚染が出なかったのかとい

うことが、全然分からないのですけれども。Ａ

井戸の場合は深さ16メートルの井戸であった

ものの、くみ上げによる吸い込みの効果によ

り、深さ 25 メートルから 30 メートルの地下

水を吸い上げ、その結果汚染されていたので

すね。 

6　　ちょうせい　第99号（R元.11）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

図 A井戸周辺の汚染メカニズムの模式図 

出典 「ジフェニルアルシン酸による健康影響について ～茨城県神栖市における有機ヒ素化合物汚染～」（2018年３月） 

   （環境省、茨城県、神栖市） 
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◆内藤 会社寮の井戸も深井戸だったのです

ね。 

それで、県の指針によれば、汚染が発見され

た場合、半径 500 メートル以内の井戸は全部

調査することになっていたのですが、県の調

査では会社寮の周りの７井戸を調べただけで

した。さらに、１井戸だけは深さが分かってい

たのだけど、浅井戸ですよね。あとは深さも調

べないで、周りで検出されなかったから問題

ないのだという結論になってしまった。 

◆田口 そうすると、やはり地下水脈もどの

くらいの深さのところで流れているとか、地

層の状態によっていろいろ違うのだろうと思

うのですけれども、ここでは、25 メートル、

30 メートルといった深いところを流れていく

水脈があったということなのですか。 

◆内藤 そうですね。地質の調査も含めて、環

境省の調査では、深いところに砂質の地下水

の流速が速い層があって、それより地表に近

い所は割と錯綜した土壌構成で、あまり地下

水が流動しないのです。ですから、汚染された

水が深いところまで落ちたところで速い流れ

に乗って、一気に会社寮とかＢ井戸、Ｂ地区の

ほうに汚染が広がったのではないかと推定さ

れています。 

◆大内 環境省の調査報告書が、書証で出て

きたわけなのですが、それによると、地下 30

メートルぐらいのところに難透水層といって

粘土層の地盤があって、そこから下は地下水

が行かない。その上は水が流れる砂れき層と

いう地層となっており、その粘土層と砂れき

層の間ぐらいのところの地下水がDPAAに汚染

されたというような推定が働いているわけで

す。ですから、一定の深さの井戸でないと汚染

した地下水には到達しないのです。 

５．健康被害との因果関係 
 

◆田口 裁定書では、コンクリートの不法投

棄が行われた時期が平成５年６月以降、平成

９年１月までと推定されています。この辺り

についてはいかがでしょうか。 

◆大内 埋設された土砂の中に空き缶があっ

たのですね。その缶の製造年が平成５年だか

ら、平成５年頃に土砂が埋め立てられたので

はないかと。 

◆内藤 それと、裁定書の中にも書いてあり

ますけれども、航空写真で、平成４年 10月は

いけすだったけれども、平成９年１月にはい

けすがもう埋められていたというのが確認で

きます。だから、平成５年から平成９年までの

間のどこかで不法投棄があっただろうと推定

しています。 

◆田口 申請人は、平成６年とか７年ぐらい

に、もうヒ素による汚染があって、健康被害が

発生したのではないかというようなことを主

張していたようですけれども。 

◆大内 特にＢ地区の住人は、いろんな日常

的な疾病、風邪なども含めて、健康被害だと主

張していましたから、もっと早い時期から健

康被害を受けていたというような主張があっ

たのですけれども、シミュレーションの結果、

結局、コンクリート塊が汚染源だとして、そこ

から地下水が流れ出してきて、地下水によっ

て汚染が運ばれたと推定した場合には、Ａ井

戸については平成９年ごろ、Ｂ地区の井戸に

ついては平成10年以降にようやく到達するだ

ろうと。だから、それ以前の疾病は暴露とは関

係ない疾病であると判断されたわけです。 
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◆内藤 ヒ素固有の症状ではなくて、一般的

な疾病が、例えばヒ素に汚染された水を飲ん

だせいで体力が低下して風邪を引きやすくな

ったと言われても、判定のしようがないです

ものね。 

◆田口 DPAA を含んだ地下水が流入したこと

によって、その井戸水を飲んだ住民が次々と

健康被害に遭ったということなのですが、健

康被害とDPAA暴露との因果関係がどうなのか

が、かなり大きな争点になったかと記憶して

おります。それについては専門委員の先生方

を何名か任命して、それでいろいろと、現地で

も調査を行ってみたということであったかと

思うのですが、その辺につきましてはいかが

でしょうか。 

◆大内 専門委員の選任につきましては、お

医者さんの関係で４名の専門委員を選任する

ことができたわけです。その人選につきまし

て、当時、裁定委員の一人であった堺委員が、

医師の資格をお持ちで、適切な人材を全国的

な規模で探していただきました。その結果、内

科の尾形悦郎先生、神経内科の井上尚英先生、

大越教夫先生。それから小児の被害について、

小児科の水口雅先生を専門委員に選任しまし

て、その４名の専門委員がそれぞれ１人ずつ

報告書を出すのではなくて、共同で調査に当

たってほしいと委嘱したわけです。委嘱した

内容は、まず DPAAに関する知見の整理。それ

から、DPAA から発症する典型的な疾病はどう

いうものなのか。そして、本件被害を受けた申

請人らの健康被害が果たしてDPAAと関係ある

被害なのかどうか。それらを一括して専門委

員の先生に検討をお願いしたわけです。 

 ４名の専門委員の先生には公調委に来てい

ただきまして、専門委員による協議の場を設

けまして、そこでチームとして検討を進めて

いただきました。その結果、まず典型症状を明

らかにしようというのが当面の第一の目的で、

そしていろんな文献等を調査した上で典型症

状を検討するというような形で調査が進めら

れたと聞いております。 

◆田口 なかなかこういう毒物による健康被

害というのは、あまり事例が多くなかったの

だろうと思うのですけれど、そういった御苦

労は多分、先生方にもあったのではないかと

推察しますが。 

◆高橋 特に胎児期における間接暴露の形で

の小児に対するDPAAの健康影響などについて

は、私もいろいろと迷うところがあったので

す。しかし、専門委員の先生の医学的な所見が

出されていたので、所見がなければ判断に迷

うところを、それに依拠して判断することが

できたというのは助かったところだと思って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆田口 現地での期日や調査なども行われた

と思うのですけれども、その場で健康診断な

ども行われたのでしょうか。 
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◆大内 裁定委員の現地調査とは別に行って

いただきました。専門委員にお願いした事項

は、１つは基本的な医療文献の調査。それから、

申請人らが罹患していたカルテと検査結果と

臨床的な書類の検討。それから、健康被害を受

けていると主張している申請人らの個別の健

康診査。これらが総合的に進められました。典

型的な DPAAの被害の症状として、小脳症状な

いし中枢神経症状については、文献的にもあ

る程度、特定できるとのことで、そういう症状

を訴えている申請人らについては、発症時期

等も含めてDPAAに暴露した時期と符合してい

れば、基本的には DPAAの原因があったのでは

ないかと見られるということで、報告書はま

とめられているように思います。 

 それから、小児の精神運動発達遅滞（以下

「精神遅滞」）がかなり重篤な被害として訴え

られていたわけなのですが、これについては、

専門委員の先生は、DPAA が脳に蓄積されて一

定の神経症状に影響を及ぼして、そして精神

遅滞等の発症があったのだと見ることもでき

るけれども、ただ、それぞれの家庭でのいろん

な生育状況、遺伝子的な要素等もあったかも

しれないということで、正直言って、専門委員

報告書の中では断定的な判断は控えられてい

たのです。１点、ただ裁定委員として、提出さ

れた報告書を検討する中で、なぜこの地区の

この家族だけにそういう症状があったのか。

それはやはりDPAAへの暴露と無関係ではない

だろうということで、裁定書の中では因果関

係を肯定するような判断になったわけなので

すけれども、他の要因の影響も排除はできな

いということで、後で損害の認定のところで

問題になりますけれども、素因減額という問

題で、割合的な認定をせざるを得ないだろう

と考えました。 

 この辺は、専門委員は様々な可能性を示唆

するだけで、結局、断定的な判断はおっしゃら

れなかったのです。そのために、申請人代理人

等は、調査報告書に対しては不満を抱きまし

て、もっときちんととした判断を示してもら

わないと困るといったことで質問書を提出し

て、これについても見解を明らかにしてほし

いということをおっしゃっていたのですが、

最終的には裁定委員が協議する中で、社会的

な相当性として因果関係を否定はできないの

ではないかというところに落ち着いたという

のが経過だと思います。同時に、消化器系、呼

吸器系、循環器系あるいは皮膚系、その他の疾

患については、DPAA 以外に独自の発症原因が

それぞれにあったので、成人病も含めてそれ

ぞれの健康被害がDPAAと関係していたかどう

かということについては、少なくとも現存す

る知見の中では、それが原因であったという

ことはまだ到底言えるものではないという判

断で、そこは因果関係を肯定することはでき

ないという判断が示されていると思います。 

◆田口 今のお話で、専門委員の意見書は、一

体どういう性格のものかという論点があり、

ともすると、特に申請人は公調委がこういう

見解を出してきたと受け止めて、だから公調

委はちょっと考え直してくれと言うような傾

向があると思うのですが、この場合も、申請人

が、専門委員の意見書に対して･･･。 

◆大内 申請人側は、専門委員に対する質問

書という書面を出してきたのです。ですが、申

請人の数も多いせいもあって、大変詳細な数

の質問書を提出してきたわけです。それで、裁

定委員会としては、専門委員に対し、この質問

書に対する回答を書面で用意してもらうよう

お願いしました。申請人代理人は、直接尋問さ

せてくれと申し立ててきたのですけれども、
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それは言ってみれば自然科学的な冷静な判断

が求められるところ、どうしてそれを否定し

たのだなどといって、弾劾的に質問が浴びせ

られるということであっては、公平な判断は

なされないだろうということで、書面による

回答ということで当事者に納得してもらって、

そして補充報告書という形で職第２号証
1
、最

初の報告書が職第１号証（「ジフェニルアルシ

ン酸(DPAA)による健康被害に関する医学的所

見に係る専門委員会報告書」）だったのですけ

れども職第２号証（「同補充報告書」）という

ことで、質問書に対する回答の報告書を用意

していただいたという経過があるわけです。 

◆田口 制度の建前から言うと、申請人が主

張を出して立証する、一方、被申請人も同様に

してもらう、そして公調委が選んだ専門委員

も意見書は出すけれども、別にそれは制度上

公調委の意見でも何でもないので、公調委と

しては中立というか、公調委の立場からそれ

ら全体を見て、事実認定や法律判断を示すと

いうことだと思うのですけれども、なかなか

やはり申請人とか当事者の立場に立つと、何

で私たちに味方してくれないのかという感じ

になりやすいのかなと思います。今回のこの

ケースもそういうところがあったのですね。 

◆大内 特に小児に関しては、胎児期におけ

る間接的な暴露ということを申請人は言って

いたのです。母親が汚染した水を飲んだこと

によって、母体が汚染した。それによって胎児

が影響を受けたのではないかということをお

っしゃっていました。ただ、それはこれまでの

DPAA に関する影響の各種の研究成果から見る

と、胎児期における影響や遺伝子的な影響と

                                            
1 職号証とは、裁定委員会が職権により取り調べた書証 

いうものが、認められるだけの知見はないと

いうことで、そういう間接的な暴露の影響と

いうようなものについては否定せざるを得な

いという判断になったわけです。 

◆田口 １つ戻りますけれども、申請人から

カルテを提出させてという話もあったかと思

うのですが、申請人が多数いたこともあり、ま

とめて出してくるのがなかなか大変だったと

いうようなこともあったのでしょうか。 

◆大内 そう。審理の当初の時期の問題なの

ですけれども、平成 19年ですかね。その時期

にはまだほとんど、健康被害をもろもろ主張

していたにもかかわらず、各申請人らについ

ての医学的な根拠については何も書証が提出

されていなかったわけです。それで、裁定委員

会から申請人代理人に、それぞれの申請人ら

のこれまで受診した医療機関等のカルテを提

出してほしいということをお願いしたわけな

のですが、それがなかなか提出されないので、

結局、三十何名分のそれぞれのカルテが一通

りそろうまでに、ほとんど２年近い時間を要

しました。その結果、裁定書の一番最後のとこ

ろに添付してあります、申請人らの健康被害

一覧表というのがあるのですが、ああいう表

の形で全部の被害状況を整理できたのが、ほ

とんど最後の段階に近い時期までできなかっ

たというのが経過なのです。 

◆田口 やはり人数が多いということと、申

請人の代理人の人が強力にまとめることがで

きる人であれば何とかなったのかもしれない

ですけど、なかなかそういうところも難しく

て、公調委がかなり、アドバイスというわけで
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はないのでしょうけれど、指導したケースが

多かったということだったのですかね。 

◆高橋 やはり集団訴訟としての難しさとい

うのがあった。集団的な紛争としての難しさ

みたいなものではないですか。 

◆大内 申請人代理人として10名近い人数の

弁護士さんがついたのですけれども、それぞ

れの人が分担して書証の提出等を割り当てら

れたようなのです。ですから、書証を足並みそ

ろえて提出するということに、なかなか至ら

なかった。このため、基本的な判断のもととな

るべきカルテ類等の整理がなかなかできなか

ったという困難さがあったのは事実です。 

◆田口 そうしますと、カルテがそろい、別途、

専門家を専門委員として任命し、現地で実際

に健康診査をやって、それらをもとに意見書

を書いていただいたということだったのです

けれども、現地での健康診査もまた、申請人が

多いこともあって、連絡してきちんと集まっ

てもらうのも、なかなか難しかったのかなと

も思うのですけれども。 

◆大内 数日に分けて健診日というのを決め

て、それで出てこられる人は何日を希望する

かという形で計画を立てて、専門委員のお医

者さんとその補助者がついて、現地で健康診

査を全員について行ったという経過がありま

す。 

◆田口 そういう中で、最終的には申請人一

人一人の健康被害との因果関係があるかない

か、ある場合にはどのぐらいあって、賠償額は

幾らというところまで決まっていくわけです

から、三十数名全員について、これを決めるの

                                            

はかなり大変だったろうと思うのですけれど

も。 

◆大内 裁定書の構成にもありますように、

一般的な因果関係について、まず基本的な考

え方を整理した上で、そして、あと個別の申請

人ごとの被害状況について、いつ以降どうい

う症状を訴えていたのか、それは結果として

どういうふうに DPAAと関係するのか、しない

のかというような、個別的な判断を尽くすと

いう、二段構えの判断構造をとっているわけ

です。 

 

 

◆高橋 法律論の観点から言うと、やはり国

の責任の有無とか県の責任の有無というのが、

結構大きな話でした。先ほども冒頭に言及は

ありましたが、DPAA の製造や管理の経過と、

本件の不法投棄の経緯など考えると、国の責

任そのものを認めるのが難しいというのは、

多分、私の着任の前に、大方の整理はされてい

たのではないかと思います。あと、申請人がＢ

型肝炎訴訟
2
の話を持ち出してこられました。

しかし、Ｂ型肝炎は国が直接執行している事

務についての健康被害で、こちらは、国が製造

については戦時中、民間企業に委託したもの

が第三者によって不法投棄された事案です。

かなり性格が違うところがあるので、Ｂ型肝

炎の主張については、採用するのは難しいの

かなと思ったというところです。その辺は、も

う既に私の着任の時点で大体そういう整理と

いうのはされていたのでしょうか。 

６．国・茨城県の責任 
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◆内藤 国の責任はふわっとした形なので、

個別具体的な行為に対する責任というのがな

かなか特定できないなというような感じで皆

さんいたとは思うのですけれども、県の責任

も最初のうちは少しふわっとした印象だった

のです。しかし、ある時点で、これも鈴木審査

官が、ある資料を見ながら気がついたのです

が、県は、例年地下水データを公表しているの

に、あの会社寮の井戸の後は公表していない

のです。それで書類や証拠によって、いろいろ

細かく県の規定と比べて調べていくと、規定

上、調査するべきことが実際上は調査されて

いないことが段々明らかになってきたのです。

それで、県の責任はあるのかなという心証が

でてきた感じになりました。 

◆高橋 法律論としては、国の平成９年通達
3

が出されていて、この事務は当時、機関委任事

務だったので、国の通知は要するに県の事務

を上級官庁として縛るものだという位置付け

でした。その平成９年通達に、鉛直方向の汚染

の広がりにも留意しなさいとか、汚染の井戸

の周辺の地区調査については、汚染が想定さ

れる範囲全体を含めるように調査範囲を設定

しなさいとか、地下水の流向が分かっている

場合には、その方向に帯状に調査しなさいと

か、事細かに書いてあった。 

◆内藤 そうです。少なくとも汚染源をきち

んと調べなさいということは、定性的ではあ

るけれども書いてあったと思います。 

◆高橋 かつ、県の自ら定めた実施要領でも、

汚染があった場合については調べなさいとい

うようなことは書いてあった。 

                                            
3 環境庁水質保全局長通達「『水質汚濁防止法の一部を改正

する法律の施行について』の一部改正について」（平成９年

３月 13日付け環水管第 81号） 

◆内藤 たしか国の機関委任事務としての通

達を受けて、ほぼ同時期に県は実施要領を作

っているのですよね。それなのに要領も守っ

ていないということになる。会社寮の井戸の

汚染が発見されたときに、県の調査指針どお

りに半径 500 メートルの範囲の井戸の調査を

していたら、Ａ井戸は会社寮の井戸から500メ

ートル以内なので、Ａ井戸の汚染が、被害が顕

在化する前に見つかっていたかもしれないで

すね。事件を扱っていた当時、我々も地図を広

げて物差しを当てて 500 メートルに入ってい

るかどうか調べた記憶があります。 

Ａ井戸の汚染が見つかれば、その時点でも

う即、井戸の使用の中止命令を出せたはずで

す。 

◆田口 国の責任だと、かなり無理に言えば、

例えば製造物責任などというのもあるとは思

うのですが、ああいうのはやはり、その物に対

して監督が行き届いていないと問題にならな

いものなのでしょうか。 

◆大内 だから、国はそういうものを作って

くださいよと言って製造を指示した。そして、

でき上がったものを保管していた。これは戦

争中の出来事でしょう。そして、終戦後、引き

続き保管していれば、どういう管理責任があ

るかという論点については、裁定書の中でも、

そういう危険物、毒ガス兵器そのものではな

いにしても、一定の毒性のある物を保管する

者としては、一定の管理責任があることは免

れないだろうということで判断は示している

のです。ところが実際には、それが、いついか

なる場合に、どのようにして国の保管から離
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れ外部に出たのか。そこに管理義務違反に該

当するような行為があったのかどうかという

ことについては、何も明らかになっていない。

気がついてみれば、ある日突然に第三者がそ

こに、DPAA を含んだコンクリート塊を投棄し

ていたということだけしか分かっていない。

そうすると、そこに至るまでに国が何らかの

管理義務違反があったのかについては、何も

分からない。それで、どうやって法律的な責任

の根拠となる具体的な注意義務違反を認定す

るのかということが問題になったわけです。

それが第１点と、それから、第三者が意図的に

投棄したという、いわば因果関係の中断みた

いな形での別の原因があったればこそ、こう

いう被害が発生したのであって、国の管理義

務違反の問題とは別の原因によって被害が発

生しているということは免れないではないか

その２つの要素を挙げて、だから国の責任を

問うことはとても無理ではないかというよう

な判断になったわけなのです。 

 後者の第三者の意図的な故意行為、不法行

為、すなわち投棄行為、DPAA を含んだコンク

リート塊をそこに埋め立てたという直接的な

原因があるのであれば、過去に遡って、事情を

分からないところの国の管理義務違反を問う

ことは到底できないのではないかという判断

として、二重の意味でちょっと無理でしょう

ねというような判断になったと思いますけど

ね。 

◆高橋 それに加えて、農薬としての用途で

払い下げたような事実もあったと。そういう

意味で、必ずしも農薬として本当に使ったの

かどうか分からないのですけれども、農薬と

しての用途として使われたという事実はある

のだというような認定も、裁定書にはされて

いましたよね。その辺を見ると、今、大内委員

。

長がおっしゃったことにプラスして、やはり

国の責任は難しいのかなと、あの当時、受け止

めたということだと思います。 

◆内藤 そうですね。化学兵器そのものでは

なくて原料なのですよね。農薬の原料になる

可能性は少なくともありますしね。 

◆高橋 あと、やはり先ほど内藤審査官にお

っしゃっていただいたように、県が公表しな

かったということから、県の責任が大きかっ

たところかなと思います。規制権限不行使で

すと、他の手段が行使できない可能性という

ことで、補充性の視点を賠償のケースでは言

うのですが、公表は必ずしも規制ではないの

で、そういった意味で、県が自ら把握した事実

を公表して、飲み水・井戸水を使用しないよう

に指導すれば、被害が実際、食いとめられたの

ではないかと。その辺はやはり、県の責任を積

極的に認定する一つの大きな要因だったので

はないかなと思います。 

◆内藤 会社寮の井戸で最高 0.51 ㎎/L で環

境基準の51倍という高濃度のヒ素が出たとき

に、一般に公表していたら、多分、周りの住民

は反応します。そうすると、Ａ井戸は 500 メ

ートル以内にあるわけですから、自分のとこ

ろも調べてほしいと言ったかもしれません。

ですから、公表する、しないというのは、非常

に環境行政上は重要なファクターではあるわ

けです。 

◆田口 井戸水の使用をやめて自発的に水道

に変えるというようなことも、期待できたと

思います。 

◆内藤 普通ですと、みなさん心配になるの

で、地域保健所に調査してほしいと、住民が要

請します。 
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◆田口 そうですね。そうでなければ、調査も

まだだから、いっそこの際、井戸水はやめて、

水道だったら安全だから水道にしようという

動きになるか。いずれにしても、住民一人一人

が考えて行動をとることができるわけです。 

◆内藤 あと、もう一つは、県は、自然由来と

していましたが、いずれにしてもかなり高濃

度の汚染が出ているにもかかわらず、どこか

ら発生しているのか、周りに工場がなければ

何ゆえに発生しているのかということを、普

通の県の行政だったら、きちんと整理して追

及するはずなのに、何もやっていないという

ことは問題だったなと思います。 

◆高橋 ただ、県は、この周辺が、わりあい地

層的にヒ素の多い地区で、比較的、自然由来で

同じような濃度のヒ素が出たことは結構ある

のだというような反論をしたのです。その辺

は、どういうふうに考えられたのかなという

のが。 

◆内藤 自然汚染だったら、長い年月を経て、

定常状態になっているはずなので、いきなり

数値が上がるということは考えにくいのです。

明らかに何らかの原因が近年発生して高濃度

が突然出ているはずなのに、原因を調べない

ということ自体が非常におかしいのです。飲

んだら健康影響が出るレベルなので、仮に自

然汚染であっても地下水の飲用は基本的に止

めなければいけないわけで、きちんと原因究

明すべきだったと思いますけどね。 

◆田口 これは、その時点では、DPAA である

というところまでは分からなかったわけです

ね。DPAA だと、ヒ素でも天然由来のヒ素では

ないというのはすぐに分かっただろうと思う

のですけれども。 

◆大内 DPAA が原因だということが分かった

のは、平成 15 年以降ですよね。平成 11 年当

時には、ヒ素を含んでいるというだけしか、毒

性としては分かっていないですね。 

◆内藤 状況から考えると、いわゆる昔から

の汚染ですという状況ではないわけです。会

社寮の井戸も定期検査で突然汚染が発見され

て後から飲用禁止にしているぐらいですから、

同様の措置をとるべき井戸がまだ他にもある

可能性があったわけですよね。そこで、井戸の

深さが違うのではないかなどと、いろいろ検

討して、２次調査を普通はするわけです。それ

をやらなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．水質汚濁防止法の解釈 
 

◆大内 県の責任については、常時監視義務

を定めた水濁法（水質汚濁防止法）第 15条の

定めと、それから公表義務を定めた水濁法第

17 条の定めというのが、基本的な法的な根拠
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としてはあるのですけれども、ただ、いずれの

概説書を見てみても、抽象的な権限を定めた

ものであって、具体的な注意義務を定めたも

のではないと書いてあるのです。そこから、な

ぜ県に責任原因があると言えるのかというこ

とを究明するのが、大変苦労したところでし

た。 

 15 条の常時監視義務については、先ほどお

話に出た国の通達があって、それは、機関委任

事務としてのいわば指揮命令監督があって、

それに反していること自体がもう管理義務違

反ではないかと。そこには詳細な調査の方法

まで定めてあるのに、県はそれを全然尊重し

ないで、自然由来だといって調査を打ち切っ

た。これ自体、大変問題ではないかということ

で、言うことができたわけです。 

 公表義務のほうに関しては、そういういわ

ば下位規範みたいなものはないのです。です

から、問題は制度の趣旨。住民の健康被害を防

止し、生活環境を保全するというために、この

公表義務というのは定められているのではな

いかと。そうであれば、具体的な状況に応じて

51 倍という環境基準に違反する程度が著しい

高度のヒ素の発見がある場合には、なぜそれ

を公表しなかったのか。それはそれ自体、職務

権限違反ではないかというようなことで、い

わば制度の趣旨を元々に遡って、住民の健康

を守るべき立場にある県としては、果たすべ

き義務を果たしていないと言わざるを得ない

のではないかという。これはまさに誰も言っ

ていない、私たちの裁定が初めて言った、県の

責任を指摘した問題ではないかと思いますけ

どね。 

◆内藤 事件を公調委で取り扱っているとき

は、水濁法に係る事務は、もう行政改革の後で

団体委任事務になっていたので、最初はみん

、

、

な団体委任事務と思い込んでいたのですけれ

ども、ある時ふと気がついて、もしかしたら平

成11年当時は行政改革の前じゃないかといっ

て調べたら、機関委任事務の時代だというこ

とが判明したのです。 

◆高橋 私はこの裁定を研究する判例研究会

に出たのですが、評釈する側は当たり前みた

いな受け止めが結構多かったのです。しかし、

私は聞いていて、違和感はありました。これは

大内委員長がおっしゃっているように、当時

の解説書などを前提にすると、かなり踏み込

んだ法的な判断を委員会がしたのだと、私は

内心は思っていましたから、そういう意味で

は、この裁定というのは、法律的にも大きな意

義があったのではないかなと。 

◆内藤 そうですね。常時監視の条文の格が

上がったというか、委員会の判断ですごく重

くなりましたよね。 

◆田口 それで、県の責任は、会社寮井戸にヒ

素汚染が発見された平成11年以降ということ

で、健康被害を訴えている申請人もそれ以前

からの被害を訴えているわけですが、そこを、

ある意味で区切って、その時点から後の被害

について責任を認めたという。 

◆大内 そうですね。それは損害論の判断の

問題に入ってくるのですけれども、まさにそ

のとおりでして、Ａ井戸については平成９年

以降、Ｂ井戸については平成 10年以降発生し

た健康被害についてはDPAAが関与した疑いが

あると。だから、それ以降については住民の健

康被害についてはDPAAが原因した可能性があ

る。ただし、県の責任について言えば、平成 11

年以降でないと県の責任を問ういわれがない。

そうすると、平成９年から平成 11年までの間

に発症した被害については、県に責任を負わ
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せることはできないというところで、限定的

な判断を、損害論のところで示しているわけ

です。 
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８．損害論について 

◆大内 本件裁定書は、極めてユニークとい

いますか、特徴的な被害者救済の姿勢を貫い

ている。それがあらわれているのが、損害論の

判断に出ているのではないかと思うのですけ

れども、まず包括的な慰謝料請求という形で、

一律 300 万円を限度として一部請求するとい

う形で、申請人らは損害を主張したわけなの

ですけれども、これは言ってみれば、公害訴訟

とか製造物責任訴訟などで使われる請求の方

式で、結局具体的にどういう損害があったの

かについて一概には言えないと。いろんな場

面に損害が発生する可能性があるような被害

について、こういう包括的な請求がなされる

わけなのですけれども、それについて本件裁

定は、まず原則的にそれは適法な請求である

という判断を示しているのが特徴ではないか

と思います。 

 それからもう一つの特徴は、健康被害に至

らない、平穏生活権を侵害した不法行為を認

めたという。普通は、公害によって健康被害が

認められれば慰謝料を認めるというのが、公

害に基づく賠償請求の普通のあり方なのです

けれども、本件については DPAAという、いわ

ば、えたいも知れないような毒物に暴露して

しまっていると。それで、もしかしたらこれは

DPAA のせいではないかということで、住民は

大変不安に駆られたと。それ自体、大変な生活

権侵害ではないかということで、具体的な健

康被害が認められない申請人らについても、

一定限度で慰謝料請求を認めるというふうな

判断を示しているのが、もう一つの特徴では

ないかと思います。 

◆高橋 平穏生活権と、最近、わりあいといろ

んなところで言われるのですが、当時として

はかなり画期的ですね。 

◆大内 普通の公害裁判では、健康被害が認

められなければ、結局、その人の請求は棄却す

るのが普通だった時代ですよね。ですので、そ

れが、言ってみれば、どういう被害が生ずるか

分からないという、いわば、えたいの知れない

被害を受けているというような井戸水を飲ん

だ。DPAA に汚染した井戸水を飲んでしまった

ということについて、それはそれ自体、大変な

思いをさせましたねということで、それなり

の慰謝料は認めていいのではないかという判

断になったというのが、本件の一つの特徴で

はないかと思います。 

 それから、もう一つは素因の減額の問題で、

因果関係があるかもしれないけれども、ほか

の原因もあるかもしれない。両方分からない

ではないかというような、いわば大変悩まし

い問題を専門委員の報告書では示されている

わけなのですけれども、それを裁定委員会の

方では、DPAA 以外に原因があったとしても、

DPAA による因果関係を否定することはできな

いということで、基本的に因果関係を肯定す

ると。ただし、それについては、ほかの原因も

あった可能性もあると。それは、割合的な認定

で、原因を与えた程度に応じて、一定額の賠償

は認めざるを得ないという判断を示した。こ

れも被害者救済のためにとった一つの手法で

はないかと思います。 

◆高橋 そうですね。民法の先生に聞くと、ま

だ割合的因果関係論については批判的な先生

もいらっしゃって、学説的には対立もあると

ころです。 
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◆大内 そう、そう。原則的には特別事情の予

見可能性の問題で、相当因果関係説で、因果関

係を認めるか認めないかで、オール・オア・ナ

ッシングでいくところが普通なのですけれど

も、他の可能性もあるから、割合的に責任を分

担させるという、最高裁の昭和 63 年の判例
4

を参考にして、過失相殺の手法を使って割合

的な認定をしていくという考え方が、裁判実

務の中では割りと定着してきているのです。

それを本件の場合に採用した。 

◆高橋 当時から実務的にはかなり定着して

いたのでしょうか。 

◆大内 はい、昭和 63年の判例ですから。そ

れまでにはいろんな議論があったのですけど

ね。あと、先ほど話が出た、県の責任の限度で

認めるという、時期的な問題といった各所に

ついて、この損害論の判断というのはユニー

クな判断があるのではないかなと思います。 

◆高橋 神栖事件について、その後の裁定を

踏まえた動きというのは何かあったのでしょ

うか。 

◆田口 県の代理人の方から伺った話なので

すけれども、裁定を超える解決金を申請人に

支払って、それで･･･。 

◆大内 この請求は、一部請求になっていま

す。請求金額が 300 万円を限度にしています

から、特に小児の精神遅滞の損害を認定した

場合には、1,000万円を超えるような障害を認

定せざるを得ないということになるのですけ

ど、ただ、認容額としては 300 万円を限度に

するという形で、縮小された形でしか支払い

を命じていないわけです。それは、申請人らに

                                            
4 最高裁昭和 63年４月 21日判決・民集 42巻４号 243頁 

とってみれば、そうしたら請求を拡張するじ

ゃないかという形で問題になってきて、そこ

は県との和解交渉の中で、この裁定を上回る

賠償金額で円満示談したというのは聞いてお

ります。 

◆高橋 健康調査みたいなのは、その後もあ

ったのですか。 

◆内藤 環境省の有機ヒ素化合物による環境

汚染及び健康被害に係る緊急措置事業を継続

することとしたような気がします。ちょっと

うろ覚えですみませんが。 

◆田口 たしか、和解条項の中に県が国に対

して制度が継続されるよう支援に努めること

が入ったような気が。ちょっとすみません。記

憶が乏しいのですけれども、そのような話を

聞いたような気がいたします。 
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９．裁定の意義 
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◆田口 それでは、全体を通じての感想です

とか、今回、この神栖の事件の裁定の意義とか

そういった全般についてのお話をいただけれ

ばと思うのでございますが。 

◆内藤 そうですね。環境行政の立場から見

ると、やはり常時監視をおろそかにしてはい

けないなという。１点どこかでおかしなこと

が起こったけれども、よく分からないといっ

てうやむやにしてはいけないというのは、こ

の事件を見ると、その重要性がよく分かるな

という感じではありますね。改めてそこを認

識したということで、多分、全国の都道府県が

認識したのではないかと思います。 

◆田口 同じような感想になりますが、正常

性のバイアスなどといって、何か異常な事態

が起きても、すぐにスイッチが切り替わらず

対応できないことが間々あるという話を聞い

たことがありますが、行政側の立場としては、

緊急時には、スイッチをすぐ入れて動かなけ

ればいけない、それで調べてみて本当に何も

なければいいけれども、何かあったら即、対応

するということの重要性を気づかされたケー

スと思いました。 

◆高橋 私にとってはとにかく、委員になっ

てすぐの裁定事件だったので印象が深かった

事件でした。今でも思っているのですが、組織

としていろんな専門の方が一緒になって１つ

の事件を解明するというメカニズムを初めて

経験したというのは非常に大きかった。また、

私は行政法という立場からしか公害事件を、

それ以前は見てこなかったのですが、やはり

一つ一つの事実認定とか、それから専門家の

判断を前提にした法的な判断の在り方とか、

その辺を自分が体験できたというのも大きく

て、そういう意味で、この公調委というのは、

一般的によく言われることですが、公害の紛

争解決的には大きな意味を持っている組織で

あることを、この事件を通じて、印象深く受け

取ったということだと思います。 

◆大内 私は、本件の裁定というのは、各論点

の判断で、公害によって被害を被った方々の

早期の救済を目的とするという公調委の姿勢

そのものが全体としてあらわれているのでは

ないかなと思うのです。 

 まずDPAAの伝播についての事実的な因果関

係の判断なのですけれども、普通の訴訟で言

えば、当事者の立証責任の問題で、当事者がど

れだけ立証を尽くしたかという判断に逃げ込

むところなのですけれども、それを蓋然性の

認定という手法を使いまして、困難な事実証

明の問題を解決した。それについては、環境省

の調査報告書を全面的に採用するという形で、

問題を克服することができたわけなのですけ

れども、そういう形で、結局、当事者の立証責

任に逃げ込むことなく判断を尽くしたという

点があると思います。 

 それから、DPAA 暴露と健康被害の認定につ

いても、専門委員制度を活用して、職権調査に

よって、前代未聞の健康被害についての因果

関係を、肯定的に判断を示しているというこ

とだと思います。 

 国の責任の在り方については、第三者の故

意行為による加害行為という本件の特殊性を

重視して、判断の公平性を担保できたのでは

ないかと思います。それから、県の責任の在り

方については、水濁法の知事の権限行使につ

いて、健康被害を救済するために、制度の趣旨

を基本的な前提に立ち帰って、前例のない解
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釈を示すことができたのではないかと思いま

す。 

 そして、損害算定の判断についても、先ほど

申しましたような被害者救済の姿勢を尽くす

ことができたのではないかと思うわけなので

す。 

 こういう困難な事案の中で、申請人らの請

求をそれなりに整理してまとめ上げて認容ま

で導いたということで、本件紛争を円満に解

決することに方向づけすることができたので

はないかと思っているわけです。 

◆田口 ありがとうございました。私も当時、

記者発表後に、かなり大きく各マスコミに取

り上げられて、申請人の小児の母親の一人が、

それまでは自分の育て方が悪くて子供があん

なになってしまったと、自分でも思っていた

し周りにも言われていたけれども、そうでは

ないことが公調委に認められたので、自分の

責任が軽くなった気がして、ほっとしたとい

うような感想を示しておられて、公調委の裁

定の法律的な意味合いは違うのかも知れませ

んが、そういう住民の方の心理的な負担の軽

減につながった、いい裁定であったのかなと

いう感想を持ちました。 

 それで、この件は最終的には、県と住民との

間で和解が成立して、公調委の裁定を上回る

お金を出して解決したというようなことも聞

いておりますので、県も公調委の裁定に従っ

て、更にそれを基にして、住民の救済、紛争の

解決ができたのかなということで、意義があ

ったのかなと考えております。 

 それでは、そろそろお時間となりましたの

で、座談会を終了したいと思います。今日はお

忙しいところお越しいただきまして、どうも

ありがとうございました。 
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